
同
十
四
年
(
-
八
八
一
）
二
月
十
日
文
部
省
御
用
掛
兼
勤
、
音
楽
取
調
掛
兼
務
申
し
付

け
ら
れ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
内
外
音
律
の
研
究
、
和
声
の
研
究
、
唱
歌
の
選
曲
に

従
事
。
唱
歌
、
オ
ル
ガ
ン
、
ピ
ア
ノ
の
授
業
を
担
当
。

同
十
七
年
(
-
八
八
四
）
十
一
月
十
四
日
任
雅
楽
手
。

同
二
十
一
年
(
-
八
八
八
）
五
月
十
九
日
任
架
師
兼
伶
人
。

同
二
十
四
年
(
-
八
九
一
）
四
月
東
京
音
楽
學
校
授
業
嘱
託
解
任
さ
れ
る
。

以
後
雅
楽
の
研
究
お
よ
び
演
奏
者
と
し
て
活
躍
。

大
正
十
一
年
(
-
九
ニ
―
-
）
八
月
二
十
九
日
没
。

辻
則
承
に
は
次
の
よ
う
な
唱
歌
作
品
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
雅
楽
調
を
主
と
し
て
作

曲
し
て
い
る
（
『
東
亜
―音
楽
論
叢
』
二
三
頁
）
。

〈
別
れ

の
歌
〉
加
部
厳
夫
作
詞
、
〈故
郷
の
山
〉
大
和
田
建
樹
作
詞
、
こ
の
二
曲
は
『
明

治
唱
歌
』
第
一
集
（
二
十
一
年
）
に
掲
載
。

〈
隔
て
ぬ
影
〉
大
和
田
建
樹
作
詞
、
『
明
治

唱
歌
』
第
二
集
（
二
十
二
年
）
。〈
少
女
の
死
〉
「
い
さ
り
火
」
よ
り
、
『
明
治
唱
歌
』
第

三
集
（
二
十
二
年
）
。

〈
秋
は
い
ま
〉
大
和
田
建
樹
作
詞
、
『
明
治
唱
歌
』
第
四
集
（
二
十

二
年
）
。

〈雪
ふ
ま
ん
〉
大
和
田
建
樹
作
詞
、
『
明
治
唱
歌
』
第
五
集
（
二
十
三
年
）
。
〈
四

恩
の
歌
〉
加
部
厳
夫
作
詞
、
『
一音
楽
雑
誌
』
第
十
六
号
、
明
治
二
十
五
年
一
月
。

多
久
隧
（
お
お
の
ひ
さ
よ
り
）

東
京
府
士
族

嘉
永
三
年
(
-
八
五

0
)
七
月
二
十
六
日
生
。

慶
應
四
年
(
-
八
六
八
）
正
月
三
日
内
侍
所
勤
番
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
同
月
二
十
八
日

太
政
官
代
勤
番
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。

明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
二
月
十
七
日
太
政
官
代
勤
番
被
免
゜

同
三
年
(
-
八
七

0
)
六
月
十
五
日
御
用
に
付
東
上
申
し
付
け
ら
れ
る
。
十
一
月
二
十

日
伶
生
申
し
付
け
ら
れ
る
。
同
月
二
十
九
日
伶
生
被
廃
。
同
日
任
少
伶
人
。
十
二
月

十
日
東
京
府
貫
属
士
族
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。

同
四
年
(
-
八
七
一
）
正
月
二
十
日
春
日
祭
に
付
上
京
申
し
付
け
ら
れ
る
。
六
月
六
日

叙
従
九
位
。

同
七
年
(
-
八
七
四
）
十
二
月
十
四
日
欧
洲
楽
侮
習
申
し
付
け
ら
れ
る
。

弘
化
二
年
(
-
八
四
五
）
十
一
月
十
六
日
生
。

慶
應
四
年
(
-
八
六
八
）
正
月
三
日
内
侍
所
非
常
附
勤
番
申
し
付
け
ら
れ
る
。
二
月
二

十
八
日
内
侍
所
非
常
附
勤
番
被
免
太
政
官
代
勤
番
申
し
付
け
ら
れ
る
。

明
治
元
年
(
-
八
六
八
）
九
月
十
七
日
叙
従
五
位
上
。

同
二
年
(
-
八
六
九
）
七
月
二
十
七
日
百
官
受
領
被
廃
に
付
各
位
階
を
称
す
る
、
但
上

下
の
称
自
四
位
初
位
に
至
迄
被
廃。

同
三
年
(
-
八
七

0
)
三
月
十
五
日
御
用
に
付
東
上
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
十
一
月
十
九

日
自
今
旧
官
人
元
諸
大
夫
侍
井
元
中
大
夫
等
位
階
総
て
。
十
一
月
二
十
九
日
任
少
伶

人
。

多
忠
廉
（
お
お
の
た
だ
き
ょ
）

多
忠
廉
）

東
京
府
士
族
、
旧
楽
人
（
従
五
位
下
右
近
衛
将
曹

同
八
年
(
-
八
七
五
）
四
月
八
日
任
櫂
中
伶
人
。

同
九
年
(
-
八
七
六
）
十
一
月
二
日
除
服
出
仕
゜

同
十
年
(
-
八
七
七
）
＋
月
一
二
十
一
日
式
部
寮
中
大
伶
人
以
下
被
廃
。
十
一
月
一
日
任

四
等
伶
人
。

同
十
一
年
(
-
八
七
八
）
七
月
二
日
佛
国
博
覧
會
出
品
楽
器
整
理
方
一
層
勉
勘
に
付
金

園
下
賜
。
八
月
二
十
九
日
一
等
伶
人
以
下
被
曖
更
に
一
等
伶
人
以
下
被
置
。
同
日
任

四
等
伶
人
。

同
十
三
年
(
-
八
八

0
)
十
一
月
十
一
日
光
格
天
皇
御
式
年
祭
参
向
申
し
付
け
ら
れ

る。

同
十
六
年
(
-
八
八
三
）
三
月
二
日
文
部
省
御
用
掛
兼
勤
申
し
付
け
ら
れ
る
。
取
扱
准

判
任
。
同
日
音
楽
取
調
掛
申
付
為
手
嘗
一
ヶ
月
金
拾
園
給
典
。
三
月
三
日
助
教
可
相

勤。
同
二
十
年
(
-
八
八
七
）
―
-
月
音
楽
取
調
掛
を
辞
職
の
の
ち
は
二
十
一
年
か
ら
二

十
九
年

(
-
八
八
八

l
一
八
九
六
）
ま
で
東
京
盲
学
校
を
兼
任
し
、
同
校
で
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
お
よ
び
唱
歌
を
教
え
た
。
大
正
十
年
(
-
九
ニ
―
)
十
二
月
楽
部
を
依
願
退

職
、
十
三
年
(
-
九
二
四
）
八
月
十
九
日
没
。
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